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2025年２月12日 

各    位 

 

会 社 名  麻生フオームクリート株式会社 

代表者名  代表取締役社長 花岡 浩一 

（コード番号 1730 東証スタンダード市場） 

問合せ先  取締役人事総務部長 井上 喜博 

（電話番号 044－422－2061） 

 

 

親会社、その他の関係会社、主要株主である筆頭株主 

及び主要株主の異動に関するお知らせ 
 

 

 本日付けで、当社の親会社、その他の関係会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動が生じ

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．異動の経緯 

当社の2024年12月９日付けプレスリリース「株式の売出しに関するお知らせ」にてお知らせいたし

ましたとおり、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主であった株式会社麻生（以下「麻生」とい

います。）、当社の主要株主であった株式会社麻生地所（以下「麻生地所」といいます。）並びに麻生商

事株式会社（以下「麻生商事」といいます。）は、同日付けで、日特建設株式会社（以下「日特建設」

といいます。）が2024年12月10日に開始した当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）に対す

る公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の決済が完了すること等を前提として、麻生、麻

生地所及び麻生商事がそれぞれ所有する当社株式を、日特建設に譲渡（以下「本株式譲渡」といいま

す。）する旨を合意しておりました。 

当社の2025年１月29日付けプレスリリース「日特建設株式会社による当社株式に対する公開買付け

の結果並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたと

おり、本公開買付けは成立したところ、当社は、本日、日特建設より、本株式譲渡が完了した旨の報

告を受け、（１）当社のその他関係会社及び主要株主であった日特建設が親会社及び主要株主である

筆頭株主に該当することとなり、（２）当社の親会社及び主要株主である筆頭株主であった麻生が主

要株主である筆頭株主に該当しないこととなり、また、（３）当社の主要株主であった麻生地所が主要

株主に該当しないこととなったことを認識するに至りました。 

 

２．異動する株主の概要 

（１）その他の関係会社及び主要株主でなくなり、親会社及び主要株主である筆頭株主に該当すること

となった者の概要 

（１） 名 称 日特建設株式会社 

（２） 所 在 地 東京都中央区東日本橋３丁目10番６号 

（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 和田康夫 

（４） 事 業 内 容 総合基礎工事、環境・地質コンサルタント 

（５） 資 本 金 6,076百万円（2024年９月30日現在） 

（６） 設 立 年 月 日 1947年12月17日 

（７） 連 結 純 資 産 34,037百万円（2024年３月31日現在） 

（８） 連 結 総 資 産 54,425百万円（2024年３月31日現在） 
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（９） 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 

（2024年９月30日現在）

（注１） 

株式会社エーエヌホールディングス 57.85％ 

日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 6.42％ 

日特建設社員持株会 3.08％ 

株式会社日本カストディアン銀行（信託口） 2.98％ 

日特建設持株協力会 1.15％ 

BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC  0.95％ 

竹内理人 0.65％ 

今村和生  0.39％  

ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM 0.36％ 

THE BANK OF NEW YORK MELON 140040 0.30％ 

（10） 当社と当該者との関係  

資 本 関 係 
本株式譲渡の実行により、当社株式3,150,141株を所有するに至って

おります。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 日特建設による当社への土木工事の発注取引があります。 

（注１）「（９）大株主及び持株比率（2024年９月30日現在）」は、日特建設が2024年11月11日に提出した

第78期半期報告書の「大株主の状況」を基に記載しております。 

 

（２）主要株主である筆頭株主でなくなった者の概要 

（１） 名 称 株式会社麻生 

（２） 所 在 地 福岡県飯塚市芳雄町７番18号 

（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 取締役社長 麻生 巌 

（４） 事 業 内 容 医療関連事業、環境関連事業、建設関連事業、不動産事業 

（５） 資 本 金 3,580百万円（2024年９月30日現在） 

（６） 設 立 年 月 日 1966年11月４日 

（７） 

大 株 主 及 び 持 株 比 率 

（2024年９月30日現在）

（注２） 

学校法人麻生塾 30.25％ 

麻生 泰 5.36％ 

麻生 太郎 4.98％ 

麻生 巌 3.98％ 

株式会社小澤 3.39％ 

麻生 健 3.25％ 

麻生興産株式会社 3.13％ 

株式会社西日本シティ銀行  2.58％  

株式会社福岡銀行 2.58％ 

三井住友信託銀行株式会社 2.58％ 

（８） 当社と当該者との関係  

資 本 関 係 
本株式譲渡の実行により、当該者の連結子会社である日特建設は、

当社株式3,150,141株を所有するに至っております。 

人 的 関 係 

当社の取締役である杉山嘉則氏は当該者の取締役を、当社の監査役

である大濵理氏は当該者の執行役員をそれぞれ兼任しております。

また、当社の取締役である嘉村隆浩氏は 当該者の従業員としての地

位を有しております。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

（注２）「（７）大株主及び持株比率（2024年９月30日現在）」は、麻生が2024年12月25日に提出した第64

期半期報告書の「大株主の状況」を基に記載しております。 

 

（３）主要株主でなくなった者の概要 

（１） 名 称 株式会社麻生地所 

（２） 所 在 地 福岡県飯塚市 
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（３） 代 表 者 の 氏 名 森山 泰行 

（４） 事 業 内 容 ゴルフ場経営、不動産賃貸 

（５） 資 本 金 751百万円 

（６） 設 立 年 月 日 1971年２月 

（７） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 株式会社麻生 100.00％ 

（８） 当社と当該者との関係  

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

 

３．異動前後における異動株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

（１）日特建設株式会社 

 
属性 

議決権の数（議決権所有割合）（注３） 
大株主順位 

直接所有分 合算所有分 合計 

異動前 

その他の関係

会社及び主要

株主 

10,301個 

（30.18％） 
― 

10,301個 

（30.18％） 
第２位 

異動後 

親会社及び主

要株主である

筆頭株主 

31,501個 

（92.28％） 
― 

31,501個 

（92.28％） 
第１位 

（注３）「議決権所有割合」は、当社が2024年11月13日に提出した「第64期半期報告書」（以下「本半期

報告書」といいます。）に記載された2024年９月30日現在の当社の発行済株式総数（3,420,000

株）から、本半期報告書に記載された2024年９月30日現在の当社が所有する自己株式数（6,271

株）を控除した株式数（3,413,729株）に係る議決権の数（34,137個）を分母として計算し、小

数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。 

 

（２）株式会社麻生 

 
属性 

議決権の数（議決権所有割合） 
大株主順位 

直接所有分 合算所有分 合計 

異動前 

親会社及び主

要株主である

筆頭株主 

14,200個 

（41.60％） 

17,301個 

（50.68％） 

31,501個 

（92.28％） 
第１位 

異動後 親会社 ― 
31,501個 

（92.28％） 

31,501個 

（92.28％） 
― 

 

（２）株式会社麻生地所 

 
属性 

議決権の数（議決権所有割合） 
大株主順位 

直接所有分 合算所有分 合計 

異動前 主要株主 
4,000個 

（11.72％） 
― 

4,000個 

（11.72％） 
第３位 

異動後 ― ― ― ― ― 

 

４．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

該当事項はございません。 

 

５．今後の見通し 

日特建設は、当社の2024年12月９日付けプレスリリース「当社の支配株主（親会社）の子会社であ

る日特建設株式会社による当社株式に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関す
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るお知らせ」の「３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「（４）本公開買付け後の

組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の手続に従って、当社の株主を

日特建設のみとすることを予定しているとのことです。 

その結果、当社株式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の上場廃止

基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所

スタンダード市場において取引することはできません。 

今後の具体的な手続及び実施時期等については、日特建設と協議の上、決定次第速やかに公表いた

します。 

 

以 上 

 


